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一 

周
辺
事
態
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

「
周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」
（
平
成
十
一
年
五
月
二
十
八

日
法
律
第
六
十
号
、
以
下
「
周
辺
事
態
法
」
と
い
う
。
）
の
不
明
な
点
に
つ
き
以
下
質
問
す
る
。
国
会
法
所
定
の
答
弁
期
間
内

に
答
え
ら
れ
た
い
。 

一 

周
辺
事
態
法
第
三
条
第
一
項
で
定
義
す
る
「
後
方
地
域
支
援
」
に
関
連
し
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

１ 

「
周
辺
事
態
に
際
し
て
日
米
安
保
条
約
の
目
的
の
達
成
に
寄
与
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
」

に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
が
「
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位

に
関
す
る
協
定
」
第
一
条
（
ｄ
）
「
国
際
連
合
の
軍
隊
」
と
し
て
活
動
し
て
い
る
場
合
も
適
用
さ
れ
る
の
か
。 

２ 

周
辺
事
態
法
第
三
条
第
三
項
は
こ
の
「
後
方
地
域
支
援
」
の
適
用
範
囲
で
あ
る
「
後
方
地
域
」
を
定
義
し
て
い
る
が
、

こ
の
定
義
は
「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
」
（
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
「
後
方
地
域
支
援
」
の
適
用

範
囲
と
同
一
な
の
か
。
言
い
換
え
る
と
周
辺
事
態
法
と
指
針
の
「
後
方
地
域
」
は
異
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
か
。 

二 

周
辺
事
態
に
お
い
て
は
大
規
模
な
武
力
衝
突
が
行
わ
れ
る
地
域
も
あ
れ
ば
散
発
的
な
小
競
り
合
い
が
行
わ
れ
る
地
域
も
あ

る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
周
辺
事
態
法
で
い
う
「
戦
闘
行
為
」
に
関
連
し
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 



 

二 

１ 

周
辺
事
態
法
に
お
け
る
「
戦
闘
行
為
」
の
あ
る
な
し
を
認
定
す
る
の
は
誰
な
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

２ 
周
辺
事
態
法
で
の
「
戦
闘
行
為
」
（
「
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
人
を
殺
傷
し
又
は
物
を
破
壊
す
る

行
為
を
い
う
」
）
と
は
、
指
針
で
い
う
「
戦
闘
行
動
」
と
同
じ
意
味
な
の
か
。
も
し
違
う
の
で
あ
れ
ば
そ
の
違
い
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

周
辺
事
態
法
に
基
づ
き
後
方
地
域
支
援
と
し
て
物
品
の
提
供
及
び
役
務
の
提
供
を
行
う
自
衛
隊
の
部
隊
等
（
自
衛
隊
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
部
隊
等
を
い
う
。
）
は
、
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条

約
」
で
い
う
「
交
戦
当
事
者
」
に
該
当
す
る
の
か
。 

四 

周
辺
事
態
法
第
五
条
に
定
め
る
国
会
の
承
認
に
関
し
、
一
方
の
院
で
承
認
さ
れ
、
他
方
の
院
で
否
認
さ
れ
た
場
合
は
ど
う

な
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 
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